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参考資料

系統アクセス業務の実施に関する規程の

変更及び公表について

2024年7月24日
電力広域的運営推進機関



1要旨

◼ 本機関が定める「系統アクセス業務の実施に関する規程」（以下「アクセス規程」という。）は、業務規
程及び送配電等業務指針に基づき、系統アクセス業務を円滑かつ適切に実施するための本機関の手
続きを規定している。

◼ 系統アクセス業務については、国の審議会（第50回系統WG 2024年3月11日）において、増加す
る系統混雑に関する業務など系統利用に関する対応の変化を踏まえ、本機関が実施する系統アク
セス業務を効率化することが整理された。

◼ これを踏まえ、本機関では、業務規程及び送配電等業務指針の必要な変更を行ったところ（2024
年8月施行予定）。

◼ このため、アクセス規程において、上記の変更に伴って一般送配電事業者へ集約される 「事前相談」
及び「接続検討の要否確認」の系統アクセス業務に関する条項の削除とそれに伴う変更について、
2024年８月１日を施行日として本機関のウェブサイトにて公表する。



2（参考）アクセス規程の位置付け

◼ アクセス規程は、定款第３６条第５項第十三号に定める系統アクセス業務を円滑かつ適切に実施す
るため、定款第６４条の規定により制定。（2016年3月16日 第55回理事会 第8号議案）

（理事会の構成・役割）
第３６条 本機関に、理事会を設置する。
２～４ （略）
５ 理事会は、次の各号に掲げる事項について議決する。
一～十一 （略）
十二 各種規程の策定及び変更に関する事項
十三 系統アクセス業務に関する事項
十四～十九 （略）

（規程等）
第６４条 この定款及び業務規程において定めるもののほか、本機関の運営に関し必要な規程等は、理事会の議決
を経て別に定める。

＜（参考） 定款より抜粋＞



3（参考）本機関が実施する系統アクセス業務範囲の見直し

<出所>第74回広域系統整備委員会(2024.2.5)
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4（参考）本機関が実施する系統アクセス業務範囲の見直し

<出所>第50回系統WG(2024.3.11)
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＜変更前＞ ＜変更後＞

（事前相談）
第４条 本機関は、次の各号に掲げる事前相談に関する業
務について、同号に掲げる者の決裁に基づき、これを行う。

一 申込書類の受付及び申込者に対する申込書類の修正の
要請 系統アクセス検討を所掌するマネージャー（以下「マ
ネージャー」という。）

二 会員に対する各種依頼・要請 担当部長
三 事前相談の回答が遅延する理由等の説明 担当部長
四 事前相談の回答 担当部長
２ 担当部長は、第１項第４号の決裁にあたり、系統アクセス
進捗会議での審議が必要と認める場合には、議長に対し、
系統アクセス進捗会議での審議を求める。

◼ 事前相談および接続検討の要否確認の系統アクセス業務に関する条項を削除する。

第４条 （削除）

(変更点) 「事前相談」及び「接続検討の要否確認」の系統アクセス業務に
関する条項削除

（接続検討の要否確認）
第５条 本機関は、次の各号に掲げる接続検討の要否確認
に関する業務について、同号に掲げる者の決裁に基づき、こ
れを行う。

一 申込書類の受付及び申込者に対する申込書類の修正の
要請 マネージャー

二 会員に対する各種依頼・要請 担当部長
三 接続検討の要否確認に対する回答 担当部長
２ 担当部長は、第１項第３号の決裁にあたり、系統アクセス
進捗会議での審議が必要と認める場合には、議長に対し、
系統アクセス進捗会議での審議を求める。

第５条 （削除）
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＜変更前＞ ＜変更後＞

◼ 事前相談および接続検討の要否確認の系統アクセス業務に関する条項削除に伴い、以下の変更を
行う。

第６条 本機関は、次の各号に掲げる接続検討に関する業
務について、同号に掲げる者の決裁に基づき、これを行う。
一 申込書類の受付及び申込者に対する申込書類の修正の
要請 マネージャー。ただし、海洋再生可能エネルギー発電設
備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平成３０
年法律第８９号）（以下「再エネ海域利用法」という。）第
８条第１項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備
整備促進区域（以下「促進区域」という。）の指定に関する
国からの要請受付及び要請内容の変更等 理事会
（略）

第６条 本機関は、次の各号に掲げる接続検討に関する業
務について、同号に掲げる者の決裁に基づき、これを行う。
一 申込書類の受付及び申込者に対する申込書類の修正の
要請 系統アクセスを所掌するマネージャー（以下「マネー
ジャー」という。）。ただし、海洋再生可能エネルギー発電設備
の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平成３０年
法律第８９号）（以下「再エネ海域利用法」という。）第８
条第１項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整
備促進区域（以下「促進区域」という。）の指定に関する国
からの要請受付及び要請内容の変更等 理事会
（略）

（決裁にあたっての留意事項）
第１０条 担当部長及びマネージャーは、前６条に基づき、
系統アクセス業務に関する事項について決裁を行う場合は、本
機関の業務規程及び送配電等業務指針への適合性を十分
に確認しなければならない。
（略）

（決裁にあたっての留意事項）
第１０条 担当部長及びマネージャーは、第６条、第７条又
は第８条の２に基づき、系統アクセス業務に関する事項につい
て決裁を行う場合は、本機関の業務規程及び送配電等業務
指針への適合性を十分に確認しなければならない。
（略）

(変更点) 「事前相談」及び「接続検討の要否確認」の系統アクセス業務に
関する条項削除に伴う関連修正


